
豊橋市交通児童館及びこども未来館に係る指定管理者候補者の選定について 

１．施設の名称 

  豊橋市交通児童館及びこども未来館 

２．応募団体数 

  １グループ：ニコリン共同事業体 

３．指定管理者候補者 

グループ名 ニコリン共同事業体 

代表者 団体名：昭和建物管理株式会社 

代表者：取締役社長 服部 弘司 

所在地：名古屋市中区丸の内二丁目１８番２５号  

構成員 団体名：エリアワン株式会社 

代表者：代表取締役社長 杉浦 祐介 

所在地：刈谷市大手町五丁目１番地 

構成員 団体名：株式会社イベントプロワイド 

代表者：代表取締役 廣中 雅章 

所在地：豊橋市つつじが丘三丁目３９番地１１ 

構成員 団体名：株式会社豊橋園芸ガーデン 

代表者：代表取締役 榊原 亘 

所在地：豊橋市神野新田町字水神下 64 番地 

４．選定理由 

（１）選定委員会での選定基準、評価結果 

評価項目 配点 候補者 

Ａ 管理運営にあたっての基本方針 
➀基本方針 
➁成果目標と自己評価 
➂社会的責任 

25 15.50

Ｂ 管理運営に関する具体的事項 
➀管理運営業務 
➁利用者サービス 
➂人員・責任体制及び人材育成 
➃施設の維持管理 
➄危機管理対策 

45 27.80

Ｃ 施設経営に関する事項 

➀コストの縮減 
15 13.00

Ｄ 団体の実績及び能力 

➀組織基盤、経営状況 

➁類似業務の運営実績 

15 9.50

合 計 100 65.80

※点数は、各委員の平均値



（２）選定の理由 

①管理運営の基本方針及び具体的事項について 

・コンプライアンスオフィサーの配置や各種研修の実施など、チェック体制や職員への指

導体制が整っており、コンプライアンスを重視していること。 

・動画やＳＮＳなどを活用し、市民や地域を巻き込み、戦略的にブランディングを展開す

るなど、新たな視点を取り入れた施設運営が期待できること。 

・こどもが企画立案し、仲間づくりにつながる事業やＷＥＢ決済をはじめ、ＩＣＴの活用

による利用者サービスの向上など、時流を捉えた新たな具体的事業の提案がされているこ

と。 

②施設経営について 

・企業・団体とのパートナー制度により、地域との協働体制を強化し、広告協賛による新

たな収入を確保するとともに、これまでの実績に基づいた適切な維持管理体制の見直し等

により、コストの削減を図っていること。 

③団体の実績及び能力について 

・代表企業は、交通児童館及びこども未来館の両施設の現指定管理者として管理に携わっ

ており、中心的な業務を担う構成企業においても、類似施設の実績は十分であること。ま

た、共同事業体を構成する各企業の経営は概ね良好で、安定的に施設を運営する能力を有

していること。 

以上、すべての評価項目において、選定基準に適合しており、各委員の得点（平均値）

の合計において高く評価されたため、当該施設の指定管理者にふさわしいと認められま

した。 

５．選定委員会 

区 分 氏  名 専門分野 

委員長 岩崎 正弥 地域政策（愛知大学教授） 

委 員 青嶋 由美子 幼児教育・保育（豊橋創造大学短期大学部教授）

委 員 阪野 大介 児童育成（愛知県児童館連絡協議会理事） 

委 員 岩城 弘和 経理・財務（公認会計士） 

委 員 角野 洋子 内部（こども未来部長） 

６．指定期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

  ※令和３年１２月市議会での審議、議決を経て指定管理者に指定されます。 

７．選定の経過 

  募集要項配布期間        令和３年７月１６日から７月３１日まで 

  説明会             令和３年８月６日 

  申請書類の受付期間       令和３年９月２日から９月１０日まで 

  指定管理者候補者選定委員会   令和３年９月３０月、１０月１１日 

問合せ先

豊橋市こども未来部こども未来館 

  電話（0532）21-5526 


